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(57)【要約】
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信することと、
モバイルデバイスが、より良いレンダリング品質を提供
する能力がある電子デバイスの近くにあるか否か判定す
ることと、判定に応答して、アクセスポイント又はマル
チメディアオーバーケーブルクライアントに受信したコ
ンテンツを転送することを含む、モバイルデバイスを動
作する方法及び装置が説明される。アクセスポイントに
よってモバイルデバイスからコンテンツを受信すること
と、第１に受信したコンテンツの品質を判定することと
、第２にアクセスポイントが、受信したコンテンツをト
ランスコードするための十分な処理能力を有するか判定
することと、判定に応答してアクセスポイントによって
受信したコンテンツをトランスコードすることと、トラ
ンスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ
転送することを含む、アクセスポイントを動作する方法
及び装置も説明される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスを動作させる方法であって、
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信することと、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否か判定することであって、前記電子デ
バイスがより良いレンダリング品質を提供する能力を有する、判定することと、
　前記判定に応答して、アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライア
ントデバイスに対して、前記受信したコンテンツを転送することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記より良いレンダリング品質は、オーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ及び
ビデオの両方のレンダリング品質であり得る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　アクセスポイントを動作させる方法であって、
　前記アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツのフォーマットをサポートするか否
かを判定するために、前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定することと、
　前記受信したコンテンツの品質を第２に判定することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かを第３に判定することと、
　前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって、前記受信したコンテンツをトラ
ンスコードすることと、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送することと、
を含む、方法。
【請求項４】
　アクセスポイントを動作させる方法であって、
　前記アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツのフォーマットをサポートするか否
かを判定するために、前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定することと、
　前記受信したコンテンツの品質を第２に判定することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かを第３に判定することと、
　前記第２の判定に応答して、前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送す
ることと、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信することと、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送することと、
を含む、方法。
【請求項５】
　マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスを動作させる方法であって、
　前記マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスによって、モバイルデバイ
スからコンテンツを受信することと、
　前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送することと、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信することと、
　前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのために電子デバイスに転送する
ことと、
を含む、方法。
【請求項６】
　ゲートウェイデバイスを動作させる方法であって、
　アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスからコン
テンツを受信することと、
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　前記受信したコンテンツをトランスコードすることと、
　前記トランスコードされたコンテンツを前記アクセスポイント又は前記マルチメディア
オーバーケーブルクライアントデバイスに返すことと、
を含む、方法。
【請求項７】
　モバイルデバイスであって、
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信する通信インタフェースと、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否か判定するプロセッサであって、前記
電子デバイスは、より良いレンダリング品質を提供する能力を有し、前記通信インタフェ
ースは、前記プロセッサと双方向の通信ができる、プロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサの前記判定に応答して、前記通信インタフェースが前記受信したコンテ
ンツをアクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスへ転
送する、モバイルデバイス。
【請求項８】
　前記より良いレンダリング品質がオーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ及びビ
デオレンダリング品質の両方であり得る、請求項７に記載のモバイルデバイス。
【請求項９】
　アクセスポイントであって、
　モバイルデバイスからコンテンツを受信する通信インタフェースと、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定するプロセッサであって、前記通
信インタフェースは、前記プロセッサと双方向に通信し、前記アクセスポイントが前記受
信したコンテンツの前記フォーマットをサポートするか否かを、前記プロセッサが第２に
判定し、前記受信したコンテンツの品質を、前記プロセッサが第３に判定し、前記アクセ
スポイントが前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理能力を有す
るか否かを、前記プロセッサが第４に判定する、プロセッサと、
　前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって前記受信したコンテンツをトラン
スコードするトランスコーディングモジュールであって、前記トランスコーディングモジ
ュールは、前記プロセッサと双方向に通信する、トランスコードモジュールと、
を備え、
　前記通信インタフェースは、前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライア
ントへ転送する、アクセスポイント。
【請求項１０】
　アクセスポイントであって、
　モバイルデバイスから、コンテンツを受信する通信インタフェースと、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定するプロセッサであって、前記通
信インタフェースは、前記プロセッサと双方向に通信し、前記アクセスポイントが前記受
信したコンテンツの前記フォーマットをサポートするか否かを前記プロセッサが第２に判
定し、前記受信したコンテンツの品質を、前記プロセッサが第３に判定し、前記アクセス
ポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理能力を有す
るか否か前記プロセッサが第４の判定する、プロセッサと、
を備え、
　前記通信インタフェースは、前記第２の判定に応じて、前記受信したコンテンツをゲー
トウェイデバイスに転送し、
　前記通信インタフェースは、前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコン
テンツを受信し、
　前記通信インタフェースが前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアン
トへ転送する、アクセスポイント。
【請求項１１】
　マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスによって、モバイルデバイスか
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らコンテンツを受信する通信インタフェースを備えるマルチメディアオーバーケーブルク
ライアントデバイスであって、
　前記通信インタフェースは、前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送し
、
　前記通信インタフェースは、前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコン
テンツを受信し、
　前記通信インタフェースは、前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのた
めに電子デバイスに転送する、マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイス。
【請求項１２】
　ゲートウェイデバイスであって、
　アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスからコン
テンツを受信する、通信インタフェースと、
　前記受信したコンテンツをトランスコードするトランスコーディングモジュールと、
を備え、
　前記通信インタフェースは、前記トランスコードされたコンテンツを前記アクセスポイ
ント又は前記マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスに返す、ゲートウェ
イデバイス。
【請求項１３】
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信する手段と、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否かを判定する手段であって、前記電子
デバイスはより良いレンダリング品質を提供する能力を有する、判定する手段と、
　前記判定に応答して、前記受信したコンテンツをアクセスポイント又はマルチメディア
オーバーケーブルクライアントデバイスに転送する手段と
を備える、モバイルデバイス。
【請求項１４】
　前記より良いレンダリング品質は、オーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ及び
ビデオのレンダリング品質の両方であり得る、請求項１３に記載のモバイルデバイス。
【請求項１５】
　アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツの前記フォーマットをサポートする
か否かを第２に判定する手段と、
　前記受信したコンテンツの品質を第３に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処
理能力を有するか否かを第４に判定する手段と、
　前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって前記受信されたコンテンツをトラ
ンスコードする手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送する手段と、
を備える、アクセスポイント。
【請求項１６】
　アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツの前記フォーマットをサポートする
か否かを第２に判定する手段と、
　前記受信したコンテンツの品質を第３に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かを第４に判定する手段と、
　前記判定に応答して前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送する手段と
、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信する手段と、
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　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントに転送する手段と、
を備える、アクセスポイント。
【請求項１７】
　マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスによって、モバイルデバイスか
らコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送する手段と、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信する手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのために電子デバイスに転送する
手段と、
を備える、マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイス。
【請求項１８】
　アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスからコン
テンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツをトランスコードする手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツを前記アクセスポイント又は前記マルチメディア
オーバーケーブルクライアントデバイスへ返す手段と、
を備える、ゲートウェイデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　提案される方法及び装置は、ユーザがいる部屋でゲートウェイデバイス又はクライアン
トデバイスを介して、ユーザのモバイルデバイスで受信されたオーディオ、ビデオ及びマ
ルチメディアをＴＶへストリーミングすることに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　このセクションでは、技術の様々な態様をユーザに紹介することを意図し、以下で説明
される本実施形態に関連し得る。この検討は、本開示の様々な態様をより良く理解するこ
とを促進するための背景情報を読者に提供するために役に立つと考える。その結果、これ
らの表現は、この観点で読まれるべきであることを理解されたい。
【０００３】
　提案される方法及び装置を使用することによって、ユーザは、既にＴＶがある部屋にい
るとき、部屋でオーディオをプレーするための追加のスピーカーを必要としない。提案さ
れた方法及び装置を使用することによって、ユーザは、部屋にある利用可能なクライアン
トデバイス及びＴＶ以外の追加のシステムを必要とせず、ユーザは、ＴＶの内蔵スピーカ
ーを使用することができる。
【発明の概要】
【０００４】
　提案される方法及び装置は、部屋で利用可能なセットトップボックス又はクライアント
デバイスを介して、ユーザが自身の電子デバイス上に持っているオーディオ／ビデオをユ
ーザが自身のＴＶに対してストリームすることを助ける。本明細書で使用される用語「サ
ーバ（server）」は、セットトップボックス（STBs）を含む任意のゲートウェイデバイス
を含む。
【０００５】
　モバイルデバイスを動作させる方法及び装置が説明され、それらは、モバイルデバイス
上でコンテンツを受信することと、モバイルデバイスが電子デバイスの近くにあるか否か
を判定することであって、電子デバイスはより良いレンダリング品質を提供する能力を持
つ、判定することと、判定に応答して、受信したコンテンツをアクセスポイント又はマル
チメディアオーバーケーブルクライアントデバイスに転送することを含む。また、アクセ
スポイントによってモバイルデバイスからコンテンツを受信することと、受信したコンテ
ンツの品質を第１に判定することと、アクセスポイントが受信したコンテンツをトランス
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コードするための十分な処理能力を有するか否かを第２に判定することと、判定に応答し
て、アクセスポイントによって受信したコンテンツをトランスコードすることと、トラン
スコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントに転送することとを含むアクセスポイ
ントを動作させる方法及び装置が説明される。また、アクセスポイントによってモバイル
デバイスからコンテンツを受信することと、受信したコンテンツの品質を第１に判定する
ことと、アクセスポイントが受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理
能力があるか否かを第２に判定することと、第２の判定に応答して、受信したコンテンツ
をゲートウェイデバイスに転送することと、ゲートウェイデバイスからトランスコードさ
れたコンテンツを受信することと、トランスコードされたコンテンツをＷｉＦＩクライア
ントに転送することを含む、アクセスポイントを動作させる方法及び装置が説明される。
また、マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスによってモバイルデバイス
からコンテンツを受信することと、受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送す
ることと、ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信することと
、トランスコードされたコンテンツをレンダリングのために電子デバイスへ転送すること
を含む、マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスを動作させるための方法
及び装置が説明される。また、アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルク
ライアントデバイスからコンテンツを受信することと、受信したコンテンツをトランスコ
ードすることと、トランスコードされたコンテンツをアクセスポイント又はマルチメディ
アオーバーケーブルクライアントデバイスへ返すことを含む、ゲートウェイデバイスを動
作させるための方法及び装置が説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　提案される方法及び装置は、添付図面と共に読まれるとき、以下の詳細な説明から最良
の理解が得られる。図面は、下記の通り以下の図面の簡単な説明を含む。
【０００７】
【図１】提案する方法及び装置の原理に従った提案する装置の実施形態の例の概略図であ
る。
【図２】提案する方法及び装置の原理に従ったモバイルデバイスの例の動作のフローチャ
ートである。
【図３】提案する方法及び装置の原理に従ったアクセスポイントの例の動作のフローチャ
ートである。
【図４】提案する方法及び装置の原理に従ったＭｏＣＡクライアントデバイスの例の動作
のフローチャートである。
【図５】提案する方法及び装置の原理に従ったゲートウェイデバイスの例の動作のフロー
チャートである。
【図６】提案する方法及び装置の原理に従ったモバイルデバイスの例のブロック図である
。
【図７】提案する方法及び装置の原理に従ったアクセスポイントデバイスの例のブロック
図である。
【図８】提案する方法及び装置の原理に従ったＭｏＣＡクライアントデバイスの例のブロ
ック図である。
【図９】提案する方法及び装置の原理に従ったゲートウェイデバイスの例となるブロック
図である。
【０００８】
　図面は、本開示の概念を説明する目的のためであり、必ずしも開示を説明するための唯
一の可能性のある構成ではない。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本説明は、本開示の原理を説明する。それ故に、本明細書に明示的に説明されておらず
、又は示されていなくとも、当業者は本開示の原理を具体化する様々な構成を考え出すこ
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とができ、そして、それらはこの範囲の中に含まれると認められる。
【００１０】
　本明細書で列挙されるすべての例及び仮定的な言い方は、読者が本開示の原理及び技術
を前進させるための発明者によって貢献される概念を理解するのを助ける教育的な目的を
意図し、そのような特に列挙された例と条件に制限されないように解釈されるべきである
。
【００１１】
　その上、本開示の原理、態様、及び実施形態を本明細書で列挙するすべての表現、及び
それらの特定の例は、それらと構造的な及び機能的な均等物の両方を包含することを意図
する。加えて、そのような均等物は、現在知られている均等物も将来開発される均等物の
両方を含むことを意図し、すなわち、構造にかかわらず、同じ機能を実行する開発された
任意の構成要素を含む。
【００１２】
　それ故に、例えば、本明細書で示されたブロック図は、本開示の原理を具体化する実例
となる回路の概念図を表すことが、当業者によって理解される。同様に、任意のフローチ
ャート、フロー図、状態遷移図、疑似コードなどは、コンピュータ読取可能媒体中に実質
的に表現され、そのようなコンピュータ又はプロセッサが明示的に示されていてもいなく
てもコンピュータ又はプロセッサによって実行される得る様々なプロセスを表現すること
が理解される。
【００１３】
　図に示された様々な構成要素の機能は、専用のハードウェア及び適切なソフトウェアと
関連するソフトウェアを実行する能力のあるハードウェアの使用を通して、提供すること
ができる。プロセッサによって提供されるとき、機能は、単一の専用のプロセッサによっ
て、単一の共用プロセッサによって、又はその一部を共用することができる複数の別個の
プロセッサによって、提供することができる。その上、「プロセッサ（processor）」又
は「コントローラ（controller）」という用語の明示的な使用は、ソフトウェアを実行す
る能力のあるハードウェアを排他的に指すと解釈されるべきではなく、制限なく、デジタ
ルシグナルプロセッサ（ＤＰＳ）ハードウェア、ソフトウェアを記憶するためのリードオ
ンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、及び不揮発性記憶装置を黙
示的に含むことができる。
【００１４】
　汎用の及び／又はカスタムの、他のハードウェアも含まれ得る。同様に、図に示された
任意のスイッチは単に概念的なものである。文脈からより特に理解できるように特定の技
法として実装者によって選択可能である、プログラムロジックの動作を介して、専用のロ
ジックを介して、プログラム制御と専用ロジックとの相互作用を介して、又は手動だとし
ても、これらの機能は実行することができる。
【００１５】
　それらの請求項において、特定の機能を実行するための手段として表現される要素は、
例えば、ａ）機能を実行する回路要素の組合せ、ｂ）それ故に、機能を実行するソフトウ
ェアを実行するための適切な回路と組合せた、ファームウェア、マイクロコードなどを含
む任意の形式のソフトウェアを含み、その機能を実行する任意の方法を包含する意図であ
る。そのような請求項によって定義される開示は、様々な列挙された手段によって提供さ
れる機能性は、請求項が請求する態様で組み合わされ、寄せ集められるという事実に存在
する。それ故に、それらの機能性を提供することができる任意の手段は、本明細書で示さ
れたものと均等と見なされる。
【００１６】
　接続されたホームシステムはマルチメディアオーバーケーブル（ＭｏＣＡ：Multimedia
　over　Cable）技術を既に使用しているので、提案する方法及び装置の２つの選び得る
実施形態がある。
【００１７】
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　第１の実施形態において、Ｗｉ－Ｆｉが利用可能である限り、それを使って且つシステ
ムにおけるアクセスポイントへの別のＷｉ－Ｆｉブリッジを追加して、ユーザは、自身の
モバイルデバイス（例えば、電話）からコンテンツ（データ、情報）を提供し、そのコン
テンツを自身のＴＶ上にレンダリングすることができる。提案する方法及び装置を使用す
ることによって、（ワイヤレス）クライアント又はサーバ（ゲートウェイデバイス、セッ
トトップボックス）におけるいかなるハードウェアの変更も必要としない。アプリケーシ
ョンをユーザのモバイルデバイス（電話、タブレット、ラップトップなど）に追加するこ
とによって、デバイスをソースにし、コンテンツ（データ、情報）をサーバ（例えば、Ｈ
４４、ゲートウェイデバイス、セットトップボックス…）へ送信し、ユーザがデータ（コ
ンテンツ、オーディオ、ビデオ、情報…）を受信したいクライアントデバイスを選択する
。クライアントは、次にデータ（情報、コンテンツ）をＴＶに送信する（伝送する、転送
する、通信する）ことができ、そのようにして、ユーザはユーザがいる部屋でコンテンツ
（オーディオ、ビデオ、データ、情報）を楽しむことができる。
【００１８】
　第２の実施形態によると、ブルートゥース（登録商標）システムがＭｏＣＡクライアン
トデバイスに既に内蔵されていない場合、ブルートゥースシステムがＭｏＣＡクライアン
トデバイスに追加される。ユーザの電子（モバイル）デバイスは、ソースとなり、クライ
アントは、ＭｏＣＡを介してセットトップボックスに接続される。それによって、ユーザ
のモバイルからデータを受信した同じクライアントからのコンテンツ（オーディオ、ビデ
オ、データ、情報）をレンダリングする（再生する、見る）ことができる。
【００１９】
　機器にコストを追加しないように、提案する方法及び装置は、サーバ（ＳＴＢ）に既に
内蔵されたハードウェア及び利用可能なネットワーク（単一ネットワーク）を使用する。
たとえブルートゥースを追加する必要があったとしても、クライアントデバイスに追加す
るコストは、最小限である。提案される方法及び装置は、ＤＶＲ又はＰＶＲを使用しない
。トランスコーディング（transcoding：コード変換）は、ＳＴＢ（サーバ）によって通
常実行され、そして、デコーディングは、クライアント又はＴＶの中の内蔵Ｗｉ－Ｆｉの
場合はＴＶによって通常実行される。ＤＬＮＡ（登録商標）は、ソフトウェアであり、提
案される方法及び装置は、ハードウェアソリューションであるので、提案される方法及び
装置は、例えば、ＤＬＮＡとは異なる。
【００２０】
　図１を参照すると、携帯電話は、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどを含
む任意のモバイルデバイスを表現するつもりである。第１の実施形態において、自身のモ
バイルデバイス上でコンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）
を受信した（ダウンロードした、ストリーミングした）ユーザは、ＴＶのある部屋に現在
おり、そのＴＶは、はるかにより良いユーザ体験を見られる（聴ける）より大きなスクリ
ーンとスピーカーを有する。ユーザがコンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、
マルチメディア）をＴＶ上にレンダリングするために、ユーザのモバイルデバイスは、そ
の中にインストールされたアプリケーションを有する。ユーザのモバイルデバイス上のア
プリケーションは、コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）
をＷｉＦｉインタフェースによってアクセスポイントに送信する（転送する、通信する、
ダウンロードする、ストリーミングする）。ユーザのモバイルデバイスは、またＷｉＦｉ
インタフェースを備える。アクセスポイントは、受信したコンテンツ（データ、情報、オ
ーディオ、ビデオ、マルチメディア）をゲートウェイデバイス（サーバ、セットトップボ
ックス）へ伝送する（転送する、通信する）。コンテンツ（データ、情報、オーディオ、
ビデオ、マルチメディア）は、ＴＶ上でレンダリングするためにトランスコードされる必
要がある。トランスコーディングは、受信したデータ（コンテンツ、情報、オーディオ、
ビデオ、マルチメディア）をＴＶフォーマットに変換するプロシージャである。トランス
コーディングは、ゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）又はアクセスポイン
トのいずれかによって実行し得る。トランスコーディングが実行される場所は、アクセス
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ポイントとゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）の処理能力及びコンテンツ
（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）の品質（７２０ピクセル、１０
８０ピクセル）に依存する。アクセスポイントに十分な処理能力があれば、次に、トラン
スコーディングは、アクセスポイントで実行することができ、コンテンツは、ゲートウェ
イデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）へトランスコーディングのために転送する（伝送
する、通信する）必要がない。アクセスポイントがコンテンツ（データ、情報、オーディ
オ、ビデオ、マルチメディア）をトランスコードするための十分な処理能力を有さない場
合、次に、トランスコーディングは、ゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）
によって実行される必要がある。一旦、コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ
、マルチメディア）は、トランスコードされると、次に、トランスコードされたコンテン
ツは、アクセスポイント（トランスコーディングがゲートウェイデバイスによって実行さ
れた場合は、サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４から）によってＷｉＦｉインタフェースを介して、
ＷｉＦｉクライアントデバイスに転送される（伝送される、通信される）。ＷｉＦｉクラ
イアントデバイスは、トランスコードされ、デコードされたコンテンツをＨＤＭＩ（登録
商標）インタフェースによって選択されたＴＶに転送する（伝送する、通信する）。もし
ＴＶがたまたまＡＴＳＣ　３．０　ＴＶであり、そして、ＴＶが内蔵ＷｉＦｉインタフェ
ースを有する場合、それにより、ＷｉＦｉクライアントデバイス（ブリッジ）は必要では
なく、この場合、ＴＶがデコーディングすることになる。
【００２１】
　第２の実施形態において、自身のモバイルデバイス上でコンテンツ（データ、情報、オ
ーディオ、ビデオ、マルチメディア）を受信したユーザは、現在ＴＶがある部屋におり、
そのＴＶは、見ること（聞くこと）を遥かにより良くユーザに経験されるようにするより
大きいスクリーンとスピーカーを有する。ユーザがコンテンツ（データ、情報、オーディ
オ、ビデオ、マルチメディア）をＴＶ上でレンダリングするために、ユーザのモバイルデ
バイスは、それにインストールされたアプリケーションを有する。ユーザのモバイルデバ
イス上のアプリケーションは、コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチ
メディア）をＭｏＣＡクライアントデイバスへブルートゥースインタフェースによって伝
送する（転送する、通信する、ダウンロードする、ストリーミングする）。ユーザのモバ
イルデバイスは、ブルートゥースインタフェースも備えている。ＭｏＣＡクライアントデ
バイスは、受信したコンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）
をゲートウェイデバイス（サーバ、セットトップボックス）へ伝送する（転送する、通信
する）。コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）は、ＴＶ上
でレンダリングするためにトランスコードされる必要がある。トランスコーディングは、
受信したデータ（コンテンツ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をＴＶフォ
ーマットに変更するプロシージャである。トランスコーディングは、以下の処理を含む：
第１に、エンコードされたコンテンツは、対応するデコーダによってデコードする必要が
ある。その結果は、圧縮されていないデータストリームである。第２に、圧縮されていな
いデータストリームは、ＴＶに対応するデコーダが備えられたエンコードによって、再エ
ンコードされる。その結果、ＴＶセットでデコード可能な圧縮されたストリームとなる。
コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）が一旦トランスコー
ドされると、次に、トランスコードされたコンテンツは、サーバ（ＳＴＢ、Ｈ４４、ゲー
トウェイデバイス）によってＭｏＣＡクライアントデバイスへ転送される（伝送される、
通信される）。ＭｏＣＡクライアントデバイスは、トランスコードされ、デコードされた
コンテンツを選択されたＴＶへＨＤＭＩインタフェースを介して、転送する（伝送する、
通信する）。
【００２２】
　モバイルデバイスは、コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディ
ア）を提案される方法及び装置のシステムの外部にあるソースから受信する。モバイルデ
バイスは、次に、受信したコンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメデ
ィア）を、ブルートゥースインタフェースによってＭｏＣＡクライアント又はＷｉＦｉイ
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ンタフェースを介してアクセスポイントのいずれかに転送する（伝送する、通信する）。
モバイルデバイスが、コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア
）をＭｏＣＡクライアント又はアクセスポイントのいずれかに伝送する（転送する、通信
する）前に、コンテンツ（データ、情報、オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をレン
ダリングするために使用できるＴＶが近くにあるか否かを、モバイルデバイスが判定する
。
【００２３】
　図２は、提案される方法及び装置の原理に従った、モバイルデバイスの例の動作のフロ
ーチャートである。２０５において、モバイルデバイスは、コンテンツ（データ、情報、
オーディオ、ビデオ、マルチメディア）を提案される方法及び装置のシステムの外部のソ
ースから受信する。２１０において、モバイルデバイスは、受信したコンテンツをレンダ
リングするためのＴＶがモバイルデバイスの近くにあるか否かを判定する。モバイルデバ
イスに近接する電子デバイスの例としてＴＶがここで使用される。電子デバイスの他の例
は、ラップトップコンピュータ、コンピュータ、タブレットなどを含む。モバイルデバイ
スは、より良い品質で受信したコンテンツをレンダリングするためのそのようなデバイス
の近さを判定する。より良い品質は、オーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ品質
及びビデオ品質の両方であり得る。モバイルデバイスは、受信したコンテンツをレンダリ
ングするためのＴＶの近くにある場合、次に、２１５で、モバイルデバイスは、受信した
コンテンツを、ＭｏＣＡクライアントデバイス（ブルートゥースによって）又はアクセス
ポイント（ＷｉＦｉインタフェースによって）転送する（伝送する、通信する）。モバイ
ルデバイスが、受信したコンテンツをレンダリングするためのＴＶの近くにいない場合は
、次に処理は、２１０へ進む。
【００２４】
　アクセスポイントは、ユーザのモバイルデバイスからコンテンツ（オーディオ、ビデオ
、マルチメディア）を受信し、アクセスポイントが十分な処理能力を有する場合、次に、
アクセスポイントは、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）にト
ランスコーディングを実行する。十分な処理能力の判定は、（少なくとも部分的に）コン
テンツの品質に依存している。アクセスポイントは、次に、トランスコードされたコンテ
ンツをＷｉＦｉインタフェースによってＷｉＦｉクライアントに転送する。ＷｉＦｉクラ
イアントデバイスは、トランスコードされ、デコードされたコンテンツをＨＤＭＩインタ
フェースによってＴＶに転送する（伝送する、通信する）。アクセスポイントが受信した
コンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をトランスコードするのに十分な能
力を持たない場合、次に、アクセスポイントは、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデ
オ、マルチメディア）をトランスコーディングのためにゲートウェイデバイス（サーバ、
ＳＴＢ、Ｈ４４）に転送する（伝送する、通信する）。アクセスポイントは、イーサネッ
ト（登録商標）又は同軸ケーブルによってゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４
４）と通信する。ゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）が、トランスコーデ
ィングを一旦完了すると、ゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）は、トラン
スコードされたコンテンツをアクセスポイントへ送信し（転送し、通信し）返す。アクセ
スポイントは、次に、トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉインタフェースによっ
てＷｉＦｉクライアントへ転送する。ＷｉＦｉクライアントデバイスは、トランスコード
され、デコードされたコンテンツをＨＤＭＩインタフェースによってＴＶに転送する（伝
送する、通信する）。
【００２５】
　図３は、提案される方法及び装置の原理に従った、アクセスポイントの例の動作のフロ
ーチャートである。３０５において、アクセスポイントは、モバイルデバイスからコンテ
ンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）を受信する。３１０において、アクセスポ
イントは、受信したコンテンツのフォーマットが、フォーマットとしてサポートされてい
るのか否かを確認する判定をするためのテストを実行する。フォーマットがサポートされ
ていない場合、次に、ユーザは、エラーを得る。受信したコンテンツのフォーマットが、
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サポートされている場合、次に３１５で、アクセスポイントは、受信したコンテンツ（オ
ーディオ、ビデオ、マルチメディア）の品質を判定する。３２０において、テストは、ア
クセスポイントが、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をトラ
ンスコードするのに十分な能力を保有するか否か判断することを実行する。アクセスポイ
ントが、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をトランスコード
するのに十分な能力を保有する場合、次に、３２５で、アクセスポイントは、受信したコ
ンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をトランスコードし、３３０で、トラ
ンスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントデバイスへ転送する。アクセスポイ
ントが受信したコンテンツを（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をトランスコード
するための十分な能力を保有しない場合、次に３３５で、アクセスポイントは、受信した
コンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をゲートウェイデバイス（サーバ、
Ｈ４４、ＳＴＢ）にトランスコーディングのために転送する。アクセスポイントは、イー
サネット又は同軸ケーブルによってゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）と
通信する。３４０において、アクセスポイントは、トランスコードされたコンテンツがゲ
ートウェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）によって返されたか否かを判定する。ア
クセスポイントは、トランスコードされたコンテンツがゲートウェイデバイス（サーバ、
ＳＴＢ、Ｈ４４）から戻って受信されるまで、タイトなループに効率的に留まる。アクセ
スポイントがゲートウェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）から戻ったトランスコー
ドされたコンテンツを一旦受信すると、次に、処理は、３３０に進む。
【００２６】
　ＷｉＦｉクライアントデバイスは、ＷｉＦｉクライアントに関連するＴＶ上にレンダリ
ングするためにトランスコードされたコンテンツを受信し、トランスコードされ、デコー
ドされたコンテンツをＨＤＭＩインタフェースによって関連するＴＶに転送する。ＴＶが
ＡＴＳＣ　３．０　ＴＶの場合、次に、ＴＶは、内蔵のＷｉＦｉインタフェースを有し、
別個のＷｉＦｉクライアントは、必要がないかも知れない。ＭｏＣＡクライアントデバイ
スは、ユーザのモバイルデバイスからコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア
）を受信する。
【００２７】
　ＭｏＣＡクライアントデバイスは、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチ
メディア）をトランスコーディングのためにゲートウェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、Ｓ
ＴＢ）に転送する。ゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）がトランスコーデ
ィングを一旦完了すると、ゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）は、トラン
スコードされたクライアントをＭｏＣＡクライアントデバイスに伝送して（転送して、通
信して）戻す。ＭｏＣＡクライアントデバイスは、トランスコードされ、デコードされた
コンテンツをＨＤＭＩインタフェースによってＴＶに転送する（伝送する、通信する）。
【００２８】
　図４は、提案される方法及び装置の原理に従ったＭｏＣＡクライアントデバイスの例の
動作のフローチャートである。４０５において、ＭｏＣＡクライアントデバイスは、モバ
イルデバイスからコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）を受信する。４１
０において、ＭｏＣＡクライアントデバイスは、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデ
オ、マルチメディア）をトランスコーディングのためにゲートウェイデバイス（サーバ、
Ｈ４４、ＳＴＢ）に転送する。４１５において、ＭｏＣＡクライアントデバイスは、トラ
ンスコードされたコンテンツがゲートウェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）によっ
て返されたか否かを判定する。ＭｏＣＡクライアントデバイスが、ゲートウェイデバイス
（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）から戻るトランスコードされたコンテンツを受信するまで、
ＭｏＣＡクライアントデバイスは、タイトなループに効率的に留まる。ＭｏＣＡクライア
ントデバイスは、ゲートウェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）からも戻されたトラ
ンスコードされたコンテンツを一旦受信すると、次に、４２０で、ＭｏＣＡクライアント
デバイスは、トランスコードされ、デコードされたコンテンツをＨＤＭＩインタフェース
によってＭｏＣＡクライアントデバイスと関連するＴＶに転送する。
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【００２９】
　この時点で、ＷｉＦｉクライアント又はＭｏＣＡクライアントのいずれもがトランスコ
ーディングを実行するのに十分な処理能力を有さない点に留意すべきである。しかしなが
ら、処理能力のコストが減少するにつれて、ＭｏＣＡクライアント及び／又はＷｉＦｉク
ライアントのいずれか又は両方がトランスコーディングを実行するのに十分な処理能力を
有することがあり得る。
【００３０】
　ゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）は、ＭｏＣＡクライアントデバイス
又はアクセスポイントのいずれかからトランスコードするためにコンテンツ（オーディオ
、ビデオ、マルチメディア）を受信する。アクセスポイントは、イーサネット又は同軸ケ
ーブルによってゲートウェイデバイス（サーバ、ＳＴＢ、Ｈ４４）と通信する。ゲートウ
ェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）は、受信したコンテンツをトランスコードし、
トランスコードされたコンテンツを、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチ
メディア）をゲートウェイに伝送したデバイスに、転送し戻す。
【００３１】
　図５は、提案される方法及び装置の原理に従った、ゲートウェイデバイス（サーバ、Ｈ
４４、ＳＴＢ）の例の動作のフローチャートである。５０５において、ゲートウェイデバ
イス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）は、アクセスポイント又はＭｏＣＡクライアントデバイ
スのいずれかからコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）を受信する。アク
セスポイントは、イーサネット又は同軸ケーブルによってゲートウェイデバイス（サーバ
、ＳＴＢ、Ｈ４４）と通信する。５１０で、ゲートウェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、Ｓ
ＴＢ）は、受信したコンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をトランスコー
ドする。５１５で、ゲートウェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）は、トランスコー
ドされたコンテンツを、コンテンツ（オーディオ、ビデオ、マルチメディア）をゲートウ
ェイデバイス（サーバ、Ｈ４４、ＳＴＢ）に送信したデバイスに転送し（伝送し、通信し
）戻す。
【００３２】
　図６は、提案される方法及び装置の原理に従ったモバイルデバイスの例のブロック図で
ある。モバイルデバイスは、通信インタフェースによってコンテンツプロバイダのような
ソースからコンテンツ（データ、情報、マルチメディアコンテンツ）を受信する。受信し
たコンテンツは、モバイルデバイスにおける、記憶ユニット（メモリ）に転送される。プ
ロセッサは、受信したコンテンツのより良い品質でのレンダリングを提供する能力のある
電子デバイスがモバイルデバイスの近くにあるか否かを判定する。電子デバイスは、ラッ
プトップコンピュータ、コンピュータ、タブレットなどを含む。モバイルデバイスは、よ
り良い品質で受信したコンテンツをレンダリングするようなデバイスへの近さを判定する
。より良い品質は、オーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ及びビデオ品質の両方
であり得る。通信インタフェースによって受信され、電子デバイスに対する近さを判定す
るためにモバイルプロセッサに転送される信号強度や他の情報を、モバイルデバイスは使
用することができる。通信インタフェースによって受信される追加の情報は、より良いレ
ンダリング品質の能力を持つ電子デバイスに対する近さを判定するためにプロセッサに転
送される。モバイルデバイスがそのようなデバイスの近くにあるとプロセッサが判定した
場合、次に、近くの電子デバイスが、アクセスポイント又はＭｏＣＡクライアントデバイ
スと関係しているか否かに依存して、受信したコンテンツをアクセスポイント又はＭｏＣ
Ａクライアントデバイスに転送するように、プロセッサは通信インタフェースに命令する
。
【００３３】
　図７は、提案される方法及び装置の原理に従ったアクセスポイントデバイスの例のブロ
ック図である。アクセスポイントは、通信インタフェースを含み、通信インタフェースは
、モバイルデバイスからコンテンツを受信することを含むすべての通信を処理する。アク
セスポイントのプロセッサは、受信したコンテンツの品質を判定する。アクセスポイント
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のプロセッサは、また、受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理能力
を有するか判定する。この判定は、受信したコンテンツの品質に少なくとも部分的に基づ
くことができる。受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理能力をアク
セスポイントが持つ場合、次に、アクセスポイントのトランスコーディングモジュールは
、受信したコンテンツ上でトランスコーディングを実行する。トランスコーディングモジ
ュールがプロセッサの一部又はアクセスポイントにおける別個のモジュールであり得るこ
とを示すために破線で囲ってある。受信したコンテンツは、メモリの中に記憶される。受
信したコンテンツのトランスコーディングの完了に応じて、プロセッサは、通信インタフ
ェースに、トランスコードされたコンテンツを、より良いレンダリング品質の能力がある
近くの電子デバイスに関連したＷｉＦｉクライアントに転送するよう命令する。アクセス
ポイントが、受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理能力を有さない
とアクセスポイントのプロセッサが判定した場合、次に、受信したコンテンツをトランス
コーディングのためにゲートウェイデバイスに転送するように、アクセスポイントのプロ
セッサは通信インタフェースに命令する。この（イベントの）場合、通信インタフェース
は、また、ゲートウェイデバイスによって受信したコンテンツのトランスコーディングの
完了に応じて、ゲートウェイデイバスからトランスコードされたコンテンツを受信し戻す
。通信インタフェースによるゲートウェイデバイスからのトランスコードされたコンテン
ツの受信に応じて、より良いレンダリング品質の能力を有する近くの電子デバイスに関連
するＷｉＦｉクライアントにトランスコードされたコンテンツを転送するように、プロセ
ッサは通信インタフェースに命令する。
【００３４】
　図８は、提案される方法及び装置の原理に従ったＭｏＣＡクライアントデバイスの例の
ブロック図である。ＭｏＣＡクライアントデバイスは、通信インタフェースによってモバ
イルデバイスからコンテンツを受信する。受信したコンテンツは、一時的にメモリに記憶
することができる。受信したコンテンツをトランスコーディングのためにゲートウェイデ
バイスに転送するように、通信インタフェースはプロセッサによって命令される。通信デ
バイスは、ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信し戻し、コ
ンテンツをデコードした後、トランスコードされたコンテンツをＭｏＣＡクライアントに
関係するより良い品質でレンダリングする能力のある電子デバイスに転送するようにプロ
セッサによって命令される。
【００３５】
　図９は、提案される方法及び装置の原理に従ったゲートウェイデバイスの例のブロック
図である。ゲートウェイデバイスの通信インタフェースは、ＭｏＣＡクライアントデバイ
ス又はアクセスポイントからコンテンツを受信する。ゲートウェイデバイスは、メモリに
受信したコンテンツを記憶することができる。トランスコーディングモジュールは、受信
したコンテンツをトランスコードする。ゲートウェイデバイスにおけるプロセッサの一部
又は別個のモジュールであり得るトランスコーディングモジュールを示すように、トラン
スコーディングモジュールは破線で輪郭が描かれている。受信したコンテンツのトランス
コーディングの完了に応じて、コンテンツを受信したゲートウェイデバイスからトランス
コードされたコンテンツをデバイス（ＭｏＣＡクライアントデバイス又はアクセスポイン
ト）へ転送するように、プロセッサは通信インタフェースに命令する。
【００３６】
　提案される方法及び装置は、様々な形式のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ
ア、特定用途プロセッサ、又はそれらの組合せにおいて実装され得ることを理解されたい
。特定用途プロセッサは、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、縮小命令セットコンピ
ュータ（ＲＩＳＣｓ）及び／又はフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）
を含み得る。好ましくは、提案される方法及び装置は、ハードウェアとソフトウェアの組
合せとして実装される。その上、ソフトウェアは、プログラム記憶デバイス上に有形に具
体化されたアプリケーションプログラムとして好ましくは実装される。アプリケーション
プログラムは、任意の適切なアーキテクチャを備えるマシンにアップロードされ、及びそ
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ＰＵ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、及び入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース
などのハードウェアを有するコンピュータプラットフォーム上にマシンは実装される。コ
ンピュータプラットフォームは、また、オペレーティングシステム及びマイクロ命令コー
ドを含む。本明細書で説明された様々な処理及び機能は、マイクロ命令コードの一部又は
アプリケーションプログラムの一部（又はそれらの組合せ）のいずれかであり得、それら
はオペレーティングシステムを経由して実行される。加えて、様々な他の周辺デバイスは
、追加のデータ記憶装置や印刷デバイスなどのコンピュータプラットフォームに接続する
ことができる。
【００３７】
　図に示された構成要素は、ハードウェア、ソフトウェア又はそれらの組合せの様々な形
式で実装することができる。好ましくは、これらの構成要素は、プロセッサ、メモリ及び
入力／出力インタフェースを含み得る、１つ以上の適切なプログラム可能汎用デバイス上
でハードウェアとソフトウェアの組合せにおいて実装される。本明細書において、語句「
結合された（coupled）」は、直接接続されていること又は１つ以上の中間のコンポーネ
ントを介して間接的に接続されていることを意味すると定義する。そのような中間のコン
ポーネントは、ハードウェア及びソフトウェアベースのコンポーネントの両方を含み得る
。
【００３８】
　添付図面に描かれた構成するシステムコンポーネント及び方法ステップのいくつかは、
好ましくは、ソフトウェアとして実装され、システムコンポーネント（又は処理ステップ
）間の実際の接続は、提案される方法及び装置がプログラムされる態様によって異なりう
ることがさらに理解される。本明細書で教示したことを前提として、当業者であれば、こ
れら及び提案される方法及び装置に類似の実装又は構成を考えることができる。
 
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月5日(2018.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信することと、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否か判定することであって、前記電子デ
バイスが前記モバイルデバイスのレンダリング品質と異なるレンダリング品質を提供する
能力を有する、判定することと、
　前記判定に応答して、前記電子デバイスに関連するネットワークデバイスに対して、前
記受信したコンテンツを転送することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記レンダリング品質は、オーディオレンダリング品質及びビデオレンダリング品質の
少なくとも一方を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワークデバイスは、アクセスポイント及びマルチメディアオーバーケーブル
アライアンスデバイスのうちの一方である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信することと、
　前記受信したコンテンツのフォーマットが前記アクセスポイントによってサポートされ
ているか否かを判定することと、
　前記受信したコンテンツの品質を判定することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かを判定することと、
を含む方法。
【請求項５】
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かの前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって、前記受
信したコンテンツをトランスコードすることと、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送することと、
をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かの前記判定に応答して、前記受信したコンテンツをゲートウェイ
デバイスに転送することと、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信することと、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送することと、
をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　ネットワークデバイスによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信することと、
　前記受信したコンテンツのフォーマットがサポートされているか否かを判定することと
、
　前記ネットワークデバイスが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十
分な処理能力を有するか否かを判定することと、
　前記ネットワークデバイスが前記トランスコーディングを実行するのに十分な能力を有
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する場合、前記受信したコンテンツをレンダリングのために異なるフォーマットにトラン
スコードすることと、
　前記ネットワークデバイスが前記トランスコーディングを実行するのに十分な能力を有
する場合、前記受信したコンテンツをトランスコーディングのためにゲートウェイデバイ
スに転送することと、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信することと、
　前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのために電子デバイスに転送する
ことであって、前記トランスコーディングは前記ネットワークデバイス又は前記ゲートウ
ェイデバイスによって実行された、電子デバイスに転送することと、
を含む、方法。
【請求項８】
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信する手段と、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否かを判定する手段であって、前記電子
デバイスは前記モバイルデバイスのレンダリング品質とは異なるレンダリング品質を提供
する能力を有し、前記受信したコンテンツのフォーマットは、前記電子デバイス上で前記
受信したコンテンツをレンダリングするためのフォーマットとは異なる、判定する手段と
、
　前記判定に応答して、前記受信したコンテンツを前記電子デバイスに関連するネットワ
ークデバイスに転送する手段と
を備える、モバイルデバイス。
【請求項９】
　前記レンダリング品質は、オーディオレンダリング品質及びビデオレンダリング品質の
少なくとも１つを含む、請求項８に記載のモバイルデバイス。
【請求項１０】
　前記ネットワークデバイスは、アクセスポイント及びマルチメディアオーバーケーブル
アライアンスデバイスのうちの１つである、請求項８に記載のモバイルデバイス。
【請求項１１】
　アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツのフォーマットが前記アクセスポイントによってサポートされ
ているか否かを判定する手段と、
　前記受信したコンテンツの品質を判定する手段と、
　前記アクセスポイントが前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処
理能力を有するか否かを判定する手段と、
を備える、アクセスポイント。
【請求項１２】
　前記アクセスポイントが前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処
理能力を有するか否かの前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって前記受信さ
れたコンテンツをトランスコードする手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送する手段と、
をさらに備える、請求項１１に記載のアクセスポイント。
【請求項１３】
　前記アクセスポイントが前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処
理能力を有するか否かの前記判定に応答して前記受信したコンテンツをゲートウェイデバ
イスに転送する手段と、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信する手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントに転送する手段と、
をさらに備える、請求項１１に記載のアクセスポイント。
【請求項１４】
　ネットワークデバイスによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツのフォーマットがサポートされているか否かを判定する手段と
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、
　前記ネットワークデバイスが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十
分な能力を有するか否かを判定する手段と、
　前記ネットワークデバイスが、前記トランスコーディングを実行するのに十分な能力を
有する場合、前記受信したコンテンツをレンダリングのために異なるフォーマットにトラ
ンスコーディングする手段と、
　前記ネットワークデバイスが前記トランスコーディングを実行するのに十分な能力を有
する場合、前記受信したコンテンツをトランスコーディングのためにゲートウェイデバイ
スに転送する手段と、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信する手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのために電子デバイスに転送する
手段であって、前記トランスコーディングが前記ネットワークデバイス又は前記ゲートウ
ェイデバイスによって実行された、電子デバイスに転送する手段と、
を備える、ネットワークデバイス。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　添付図面に描かれた構成するシステムコンポーネント及び方法ステップのいくつかは、
好ましくは、ソフトウェアとして実装され、システムコンポーネント（又は処理ステップ
）間の実際の接続は、提案される方法及び装置がプログラムされる態様によって異なりう
ることがさらに理解される。本明細書で教示したことを前提として、当業者であれば、こ
れら及び提案される方法及び装置に類似の実装又は構成を考えることができる。
　ここで例としていくつかの付記を記載する。
（付記１）
　モバイルデバイスを動作させる方法であって、
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信することと、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否か判定することであって、前記電子デ
バイスがより良いレンダリング品質を提供する能力を有する、判定することと、
　前記判定に応答して、アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライア
ントデバイスに対して、前記受信したコンテンツを転送することと、
を含む、方法。
（付記２）
　前記より良いレンダリング品質は、オーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ及び
ビデオの両方のレンダリング品質であり得る、付記１に記載の方法。
（付記３）
　アクセスポイントを動作させる方法であって、
　前記アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツのフォーマットをサポートするか否
かを判定するために、前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定することと、
　前記受信したコンテンツの品質を第２に判定することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かを第３に判定することと、
　前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって、前記受信したコンテンツをトラ
ンスコードすることと、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送することと、
を含む、方法。
（付記４）
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　アクセスポイントを動作させる方法であって、
　前記アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツのフォーマットをサポートするか否
かを判定するために、前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定することと、
　前記受信したコンテンツの品質を第２に判定することと、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かを第３に判定することと、
　前記第２の判定に応答して、前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送す
ることと、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信することと、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送することと、
を含む、方法。
（付記５）
　マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスを動作させる方法であって、
　前記マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスによって、モバイルデバイ
スからコンテンツを受信することと、
　前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送することと、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信することと、
　前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのために電子デバイスに転送する
ことと、
を含む、方法。
（付記６）
　ゲートウェイデバイスを動作させる方法であって、
　アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスからコン
テンツを受信することと、
　前記受信したコンテンツをトランスコードすることと、
　前記トランスコードされたコンテンツを前記アクセスポイント又は前記マルチメディア
オーバーケーブルクライアントデバイスに返すことと、
を含む、方法。
（付記７）
　モバイルデバイスであって、
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信する通信インタフェースと、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否か判定するプロセッサであって、前記
電子デバイスは、より良いレンダリング品質を提供する能力を有し、前記通信インタフェ
ースは、前記プロセッサと双方向の通信ができる、プロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサの前記判定に応答して、前記通信インタフェースが前記受信したコンテ
ンツをアクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスへ転
送する、モバイルデバイス。
（付記８）
　前記より良いレンダリング品質がオーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ及びビ
デオレンダリング品質の両方であり得る、付記７に記載のモバイルデバイス。
（付記９）
　アクセスポイントであって、
　モバイルデバイスからコンテンツを受信する通信インタフェースと、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定するプロセッサであって、前記通
信インタフェースは、前記プロセッサと双方向に通信し、前記アクセスポイントが前記受
信したコンテンツの前記フォーマットをサポートするか否かを、前記プロセッサが第２に
判定し、前記受信したコンテンツの品質を、前記プロセッサが第３に判定し、前記アクセ
スポイントが前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理能力を有す
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るか否かを、前記プロセッサが第４に判定する、プロセッサと、
　前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって前記受信したコンテンツをトラン
スコードするトランスコーディングモジュールであって、前記トランスコーディングモジ
ュールは、前記プロセッサと双方向に通信する、トランスコードモジュールと、
を備え、
　前記通信インタフェースは、前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライア
ントへ転送する、アクセスポイント。
（付記１０）
　アクセスポイントであって、
　モバイルデバイスから、コンテンツを受信する通信インタフェースと、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定するプロセッサであって、前記通
信インタフェースは、前記プロセッサと双方向に通信し、前記アクセスポイントが前記受
信したコンテンツの前記フォーマットをサポートするか否かを前記プロセッサが第２に判
定し、前記受信したコンテンツの品質を、前記プロセッサが第３に判定し、前記アクセス
ポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処理能力を有す
るか否か前記プロセッサが第４の判定する、プロセッサと、
を備え、
　前記通信インタフェースは、前記第２の判定に応じて、前記受信したコンテンツをゲー
トウェイデバイスに転送し、
　前記通信インタフェースは、前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコン
テンツを受信し、
　前記通信インタフェースが前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアン
トへ転送する、アクセスポイント。
（付記１１）
　マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスによって、モバイルデバイスか
らコンテンツを受信する通信インタフェースを備えるマルチメディアオーバーケーブルク
ライアントデバイスであって、
　前記通信インタフェースは、前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送し
、
　前記通信インタフェースは、前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコン
テンツを受信し、
　前記通信インタフェースは、前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのた
めに電子デバイスに転送する、マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイス。
（付記１２）
　ゲートウェイデバイスであって、
　アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスからコン
テンツを受信する、通信インタフェースと、
　前記受信したコンテンツをトランスコードするトランスコーディングモジュールと、
を備え、
　前記通信インタフェースは、前記トランスコードされたコンテンツを前記アクセスポイ
ント又は前記マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスに返す、ゲートウェ
イデバイス。
（付記１３）
　モバイルデバイス上でコンテンツを受信する手段と、
　前記モバイルデバイスが電子デバイスに近いか否かを判定する手段であって、前記電子
デバイスはより良いレンダリング品質を提供する能力を有する、判定する手段と、
　前記判定に応答して、前記受信したコンテンツをアクセスポイント又はマルチメディア
オーバーケーブルクライアントデバイスに転送する手段と
を備える、モバイルデバイス。
（付記１４）
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　前記より良いレンダリング品質は、オーディオ品質又はビデオ品質又はオーディオ及び
ビデオのレンダリング品質の両方であり得る、付記１３に記載のモバイルデバイス。
（付記１５）
　アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツの前記フォーマットをサポートする
か否かを第２に判定する手段と、
　前記受信したコンテンツの品質を第３に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な処
理能力を有するか否かを第４に判定する手段と、
　前記判定に応答して、前記アクセスポイントによって前記受信されたコンテンツをトラ
ンスコードする手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントへ転送する手段と、
を備える、アクセスポイント。
（付記１６）
　アクセスポイントによって、モバイルデバイスからコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツのフォーマットを第１に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツの前記フォーマットをサポートする
か否かを第２に判定する手段と、
　前記受信したコンテンツの品質を第３に判定する手段と、
　前記アクセスポイントが、前記受信したコンテンツをトランスコードするための十分な
処理能力を有するか否かを第４に判定する手段と、
　前記判定に応答して前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送する手段と
、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信する手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをＷｉＦｉクライアントに転送する手段と、
を備える、アクセスポイント。
（付記１７）
　マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスによって、モバイルデバイスか
らコンテンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツをゲートウェイデバイスに転送する手段と、
　前記ゲートウェイデバイスからトランスコードされたコンテンツを受信する手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツをレンダリングのために電子デバイスに転送する
手段と、
を備える、マルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイス。
（付記１８）
　アクセスポイント又はマルチメディアオーバーケーブルクライアントデバイスからコン
テンツを受信する手段と、
　前記受信したコンテンツをトランスコードする手段と、
　前記トランスコードされたコンテンツを前記アクセスポイント又は前記マルチメディア
オーバーケーブルクライアントデバイスへ返す手段と、
を備える、ゲートウェイデバイス。
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